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協議第１１号 

 

   川島桶川資源循環組合正副管理者について 

 

川島桶川資源循環組合正副管理者について、別紙のとおり協議する。 

 

 令和６年１１月１４日提出 

 

川島町・桶川市ごみ処理広域化協議会 

会長    飯 島 和 夫 
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協議第１１号 別紙 

 
 

川島桶川資源循環組合正副管理者について  

 

川島桶川資源循環組合正副管理者については、川島桶川資源循環組合規約

第９条第２項の規定に基づき、協議により以下のとおり定める。 

 

１ 管理者 

  川島町長とする。 

 

２ 副管理者 

  桶川市長とする。 

 

 

 川島桶川資源循環組合規約（抜粋） 

 

（管理者及び副管理者の設置及び選任の方法）  

第９条 組合に、管理者及び副管理者各１人を置く。  

２ 管理者及び副管理者は、構成市町の長の協議により、構成市町の長のうち

からこれを定める。 
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協議第１２号 

 

   循環型社会形成推進地域計画の策定について 

 

循環型社会形成推進地域計画の策定について、別紙のとおり協議する。 

 

 令和６年１１月１４日提出 

 

川島町・桶川市ごみ処理広域化協議会 

会長    飯 島 和 夫 
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協議第１２号 参考資料 

 

川島町・桶川市 循環型社会形成推進地域計画（第 1期）（案）の概要 

 

循環型社会形成推進地域計画とは 

循環型社会形成推進地域計画（以下「地域計画」という。）とは、市町村が循環型社会形

成の推進を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている基本方針に沿

って作成するものであり、この計画に基づく施設整備事業に対して循環型社会形成推進交

付金が交付されます。 

地域計画には、3R推進のための明確な目標と、その目標を達成するための具体的な各種

施策等を記載することとなるため、今年度に策定した「ごみ処理基本計画」及び「新ごみ

処理施設整備基本構想」を基に案を作成しました。 

 

１ 計画の基本的な事項 

構成市町：川島町、桶川市 

計画期間：令和 7年 4月 1日～令和 14年 3月 31日（7年間） 

事後評価を適切に行う観点から、計画期間は 7 年を上限とされています。そのた

め、新ごみ処理施設の整備予定期間である令和 7～14 年度のうち、令和 13 年度ま

での 7年間を第 1期としています。 

なお、新ごみ処理施設の整備と既存焼却施設の解体を含め、令和 14年度から第 2

期を予定しています。 

プラスチック資源の分別収集及び再商品化予定年度：令和 15年度中 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和 4 年 4 月に施行された

ことに伴い、市町村においてプラスチック資源の分別収集及び再商品化について、

地域計画に記載することになりました。 

また、地域計画に基づく施設整備事業が複数の地域計画にまたがる場合は、施設

の竣工年度が含まれている計画の末日から 1 年以内までにそれらを実施しなけれ

ばならないとされていることから、施設稼働予定である令和 15 年度中としていま

す。 

 

２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

循環型社会の実現を目指すため、「ごみ処理基本計画」に基づいて、ごみ処理の現状

を整理し、目標を定めています。 

なお、計画期間中に実施した施策に対する結果を確認することになるため、目標年度

は、第 1期計画期間の翌年度である令和 14年度となります。 

 

３ 目標達成に向けた施策 

地域計画の目標達成に向けて、両市町におけるごみ処理体制を整理しています。 

また、「新ごみ処理施設整備基本構想」で検討した結果を基に、必要な処理施設の整

備等についても整理しています。 

 

４ 関連するその他の施策 

地域の循環型社会を形成するため、「ごみ処理基本計画」に基づき、ごみ減量やリサ

イクル促進のための施策のほか、プラスチック資源に関する施策等を整理しています。 

 

５ 計画のフォローアップと事後評価 

地域計画の目標を達成するため、計画のフォローアップと事後評価を定めています。 
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